
【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年８月20日

【会社名】 神栄株式会社

【英訳名】 SHINYEI KAISHA

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　小　野　　耕　司

【本店の所在の場所】 神戸市中央区京町77番地の１

【電話番号】 078－392－6901

【事務連絡者氏名】 執行役員　経理・財務部長　　長　尾　　謙　一

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区京町77番地の１

【電話番号】 078－392－6901

【事務連絡者氏名】 執行役員　経理・財務部長　　長　尾　　謙　一

 

【縦覧に供する場所】 神栄株式会社　東京支店

　(東京都港区港南一丁目６番41号 品川クリスタルスクエア内)

株式会社東京証券取引所 

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

EDINET提出書類

神栄株式会社(E02542)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

　当社は、2019年８月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社の事業の一部を撤退（以下、「本件事業撤退」

といいます。）するとともに、その他の事業を当社が譲り受けること（以下、「本件事業譲受け」といいます。）、さ

らには当該連結子会社を解散（以下、「本件解散」といいます。）することを決議いたしました。

　本件事業譲受けの決定について、また本件解散により当社の当該連結子会社に対する債権の取立不能のおそれ及び本

件事業撤退により連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生する

見込みとなりましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第

８号、第11号及び第19号の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．事業の譲受けの決定について（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号に基づく報告）

　(1) 当該事業譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

　　①名称　　　　　神栄ライフテックス株式会社

　　②住所　　　　　東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目４番２号

　　③代表者の氏名　代表取締役社長　北　敦夫

　　④資本金の額　　100百万円

 　⑤事業の内容　　繊維原料、生地及び製品並びに雑貨の企画、販売及び輸出入

 
　(2) 当該事業譲受けの目的

当社グループにおける繊維事業の抜本的見直しに伴い、当社の連結子会社である当該事業譲受け先の事業を整理

する一環として、一部の事業を当社に移管するものであります。

 
　(3) 当該事業譲受けの契約の内容

　　　①譲受け事業　　アパレル卸売事業及びテキスタイル事業

　　②譲受け資産　　当該譲受け事業に関連するたな卸資産、固定資産及びその他の資産

　　③譲受け価額　　譲受け日時点の帳簿価額

　　④譲受け日　　　2019年11月１日（予定）

 
２．取立不能のおそれについて（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号に基づく報告）

　(1) 当該債務者の名称、住所、代表者の氏名及び資本金の額

　　①名称　　　　　神栄ライフテックス株式会社

　　②住所　　　　　東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目４番２号

　　③代表者の氏名　代表取締役社長　北　敦夫

　　④資本金の額　　100百万円

 
　(2) 当該債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日

　当社は、2019年８月20日開催の取締役会において、当社の連結子会社である当該債務者の解散を決議いたしまし

た。これにより、当社の当該債務者に対する債権の取立不能のおそれが発生する見込みとなりました。

 
　(3) 当該債務者に対する債権の種類及び金額

　　　短期貸付金他　　1,295百万円

ただし、上記金額は2019年７月31日時点における債権額であり、現時点での試算では、最終的に約1,100百万円と

なる見通しであります。

 
(4) 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響

　当該債権につきましては、個別決算において貸倒引当金を計上しておりますが、試算に基づく引当不足額は、約

650百万円であります。当該引当不足額につきましては、2020年３月期第２四半期個別決算において、関係会社貸倒

引当金繰入額を特別損失として計上する見通しであります。なお、関係会社貸倒引当金繰入額は連結決算において

は消去されるため、連結損益に与える影響はありません。
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３．連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について（企業内容等の

開示に関する内閣府令第19条第２項第19号に基づく報告）

　(1) 当該事象の発生年月日 

　　　2019年８月20日（取締役会決議日）

 
　(2) 当該事象の内容 

　当社の連結子会社の事業の一部撤退により、連結決算において在庫の評価損や本社及び閉鎖店舗等に係る退去費

用、雇用関連費用等の損失が発生する見込みとなりました。

 
(3) 当該事象の連結損益に与える影響額

　当該事象により、2020年３月期第２四半期連結決算において、特別損失として約550百万円（概算値）を計上する

見通しであります。
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